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幕
臣
で
明
治
期
の
政
治
家
、
勝
海
舟
（
一
八
二
三
～
一
八
九
九
）
直
筆

の
大
幟
で
、
上
荻
窪
村
の
氏
子
か
ら
荻
窪
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
。
寸

法
は
、
縦
九
一
〇
・
五
㎝
、
横
一
〇
一
㎝
で
あ
る
。
『
荻
窪
八
幡
由
緒
』
に

よ
れ
ば
、
当
時
の
神
職
で
あ
っ
た
小
俣
金
重
に
男
子
が
生
ま
れ
た
記
念
の

品
と
す
る
た
め
、
氏
子
ら
が
海
舟
邸
（
現
、
港
区
赤
坂
六―

六―

一
四　

氷
川
小
学
校
跡
地
）
を
訪
れ
て
揮
毫
を
依
頼
、
海
舟
は
ミ
ゴ
箒
で
一
気
に

字
を
書
き
上
げ
た
と
伝
わ
る
。

　

海
舟
の
日
記
で
あ
る
「
海
舟
日
記
」
に
は
、「
上
荻
窪
村
、
幟
出
来
ニ
付
、

渡
し
遣
わ
す
」（
明
治
一
五
年
九
月
九
日
条
）
、「
八
幡
幟
認
め
遣
わ
し
候
礼
、

端
物
料
持
参
」
（
同
月
一
四
日
条
）
と
あ
り
、
海
舟
側
の
記
録
か
ら
も
同

神
社
の
大
幟
へ
の
関
わ
り
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
講
談
社
版
の
『
勝
海
舟

全
集
』
別
巻
は
、
海
舟
の
揮
毫
資
料
と
し
て
同
社
大
幟
の
翻
刻
を
掲
載
し

て
い
る
。
「
海
舟
日
記
」
の
記
述
の
ほ
か
、
講
談
社
版
『
勝
海
舟
全
集
』

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
荻
窪
八
幡
神
社
の
大
幟
は
、
文
献
資
料
上
に
お
い

て
も
、
比
較
的
知
ら
れ
た
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。

　

海
舟
揮
毫
の
幟
資
料
は
、
資
料
形
態
か
ら
、
①
直
筆
の
幟
、
②
幟
作
成
用

の
和
紙
原
本
、
③
原
本
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
幟
、
の
三
種
類
に
分
類
で

き
る
。
こ
の
う
ち
、
本
資
料
は
①
直
筆
の
幟
、
に
該
当
す
る
。

　

大
幟
の
筆
跡
は
「
海
舟
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
資
料
や
、
海
舟

筆
と
さ
れ
る
他
の
幟
資
料
と
概
ね
似
通
っ
て
い
る
。
通
常
の
筆
に
よ
る
筆

跡
と
、
幟
へ
の
揮
毫
に
用
い
る
大
筆
の
筆
跡
を
似
せ
る
こ
と
は
現
実
的
で

な
い
上
、
幟
資
料
は
売
買
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
海

舟
の
真
筆
に
よ
る
幟
と
考
え
ら
れ
る
。

　

荻
窪
八
幡
神
社
所
蔵
の
大
幟
は
、
勝
海
舟
が
直
接
布
地
へ
揮
毫
を

行
っ
た
真
筆
の
幟
と
考
え
ら
れ
、
講
談
社
版
『
勝
海
舟
全
集
』
も
真
筆

と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
現
存
す
る
海
舟
筆
の
幟
の
な
か
で
も
、
比
較

的
認
知
さ
れ
た
資
料
と
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
「
海
舟
日
記
」
に
も
関

連
の
記
述
が
確
認
で
き
る
点
で
、
特
に
希
少
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
三
年
に
一
度
の
大
祭
時
に
の
み
、
境
内
の
廻
廊
で
展
示･

公
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

勝
海
舟
筆
荻
窪
八
幡
神
社
大
幟

井荻村

高井戸村

杉並村

和田堀内村

★


